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県屋外広告物講習会修了証書の誤交付について 

 

このたび、標記講習会の修了証書の誤交付が発生しましたので、ご報告します。 

１ 誤交付の概要 

 

 

  

 

２ 原因 

・県屋外広告物講習会は、県屋外広告物条例第３７条に基づき開催し、同条例施行規則第

２５条に基づき、県が岐阜県広告美術業協同組合（以下、「組合」という。）に委託。 

・９月２２日に講習会を開催。組合は、対象者（１名）が欠席したにも関わらず、出席し

たと誤って後日、県に報告し、県は報告に基づき修了証書を作成・交付した。 

・講習会の修了証書は、講習会当日に出席者自らが住所・氏名を記載した封筒を用いて後

日送付する。対象者は当日欠席したため、封筒は未記入であったが、県担当者は対象者

が記入を忘れたと勘違いし、封筒に対象者の住所・氏名を代筆し、送付を行った。 
 

３ 経緯 

・ ９月２２日：講習会開催 

申込者：８５名、当日出席：８２名、欠席：２名、途中退席：１名 

・１０月 ４日：修了証書を交付し、郵送 

・１０月 ６日：対象者から県へ、出席しなかったにも関わらず修了証書が郵送された旨 

連絡があり、誤交付が判明した。 

        ※対象者に謝罪し、県に返送いただきました。 
 

４ 再発防止策 

 ・事業着手時の打合せ時において、県・組合と事業の進め方、手続きの確認を行う。 

・組合は、県へ報告する受講者名簿を作成する際には、出席者自ら住所・氏名を記載した 

封筒と突合を行う。 

・県は、封筒と出席者名簿の不突合が発生した際は、組合や対象者本人に確認を行う。 

 

対象者 誤交付の内容 

１名 講習会の欠席者に対し、修了証書を交付し、郵送したもの。 


